
 

下田市教育委員会告示第 13 号 

 

下田市中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和元年８月 23 日 

下 田 市 教 育 委 員 会  

 教育長 佐々木 文夫  

 

   下田市中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自転車による事故に備え、及び交通安全に関する意識の高揚を図

り、もって自転車の安全な利用の促進に資することを目的に、自転車に係る損害賠償

保険等の被保険者又は被共済者である中学生の保護者に対し、予算の範囲内において

下田市中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金（以下「補助金」という。）を交

付するものとし、その交付に関しては、下田市補助金等交付規則（平成 30 年下田市規

則第 48 号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 (１) 自転車損害賠償保険等 自転車を利用する者がその利用により交通事故を起こ

して他人の生命又は身体を害した場合における被害に係る損害を補填することがで

きる保険又は共済をいう。 

 (２) 中学生 下田市立中学校に在籍する者で、自転車損害賠償保険等の被保険者又は

被共済者であるものをいう。 

(３) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者をいう。 

(４) 世帯 中学生の保護者が属する世帯をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、前条第３号に規定する保護者とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、中学生に係る自転車損

害賠償保険等の保険料又は共済掛金に要する経費とする。 

 （補助金の額及び交付の制限） 

第５条 補助金の額は、１世帯につき補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、年

額 1,000 円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、同一年度内に１回を限度とする。 

 （補助金の交付申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする保護者（以下「申請者」という。）は、中学生自

転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付申請書兼請求書（様式第１号。以下「申請

書」という。）を市長に提出しなければならない。 

参考資料 



 

２ 申請者は、中学生が在籍する下田市立中学校の校長（以下「校長」という。）を経由

して申請書を市長に提出することができる。 

 （補助金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査の上、交付の可否を

決定し、中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付決定通知書（様式第２号）

又は中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付却下通知書（様式第３号）に

より、申請者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）に対し、補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交

付決定を取り消すことができるものとする。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金の交付条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、中学生自転車損害

賠償保険等加入に係る補助金交付決定取消通知書（様式第４号）により交付決定者に

通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 10 条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取消

しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させ

るものとする。 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

 

 

附 則 

 

この告示は、公示の日から施行し、平成 31 年４月１日から適用する。 



様式第１号（第６条関係） 

 

中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付申請書兼請求書 

 

年   月   日 

 

下田市長   あて 

住  所               

保護者名             ㊞ 

電話番号               

 

 中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金の交付を願いたく、下田市中学生自転車

損害賠償保険等加入に係る補助金交付要綱第６条の規定により申請及び請求します。 

１ 補償の対象となる生徒名 

生 徒 名 生年月日 中学校名 学年 

   年  月  日  年 

   年  月  日  年 

   年  月  日  年 

２ 自転車損害賠償保険等の内容 

保険会社名  

保険証書番号  

補償の内容 賠償責任    万円 ・ 無制限 

保 険 期 間 年  月  日 ～   年  月  日 

  (注)証券の写しを裏面に添付してください。 

３ 補助金申請・請求額  金        円也 

  (注)補助金の上限は 1,000円です。ただし、自転車損害賠償保険等保険料の額が 1,000

円に満たない場合はその金額の半額を記入してください。 

４ 補助金振込先  以下に指定される振込口座を記入してください。 

金融機関 

(ゆうちょ銀行以外) 

金融機関名 銀行・信金・労金 

農協・信漁連  
本店・ 

支店名 

本店    

支店(支所) 

預金種目 普通・当座 口座番号  

(フリガナ) 

口座名義 

(                                   ) 

 

 

ゆうちょ銀行 
記号      

※ 

番号         

口座名義人住所 
(〒     -      ) 

＊ゆうちょ銀行の記号で６桁目がある場合は※欄に記入してください。 



様式第２号（第７条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

        様 

 

下田市長    

 

中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付決定通知書 

 

    年   月   日付けで交付申請のあった中学生自転車損害賠償保険等加

入に係る補助金については、下田市中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付

要綱第７条の規定により、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額 

 

２ 交 付 時 期 

 

３ 交 付 の 条 件 

下田市補助金等交付規則及び下田市中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助

金交付要綱を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

        様 

 

下田市長    

 

中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付却下通知書 

 

    年   月   日付けで交付申請のあった中学生自転車損害賠償保険等加

入に係る補助金については、下記の理由により却下しましたので、下田市中学生自転車

損害賠償保険等加入に係る補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 却 下 の 理 由 

 

 

 

 

 

 

＜教示＞ 

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に下田市長に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しを求め

る訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に限り、下田市

を被告として（訴訟において下田市を代表する者は下田市長となります。）提起することが

できます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっ

ても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起す

ることができなくなります。） 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に審査請求をした

場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する決定があったことを知った日

の翌日から起算して６箇月以内であれば、提起することができます。（なお、その審査請求

に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、その審査

請求に対する決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提

起することができなくなります。） 



様式第４号（第９条関係） 

第       号 

年   月   日 

 

        様 

 

下田市長    

 

中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金交付決定取消通知書 

 

    年   月   日付けで交付決定した中学生自転車損害賠償保険等加入に

係る補助金については、下記のとおり、交付を取り消したので、下田市中学生自転車損

害賠償保険等加入に係る補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交 付 取 消 額 

 

２ 取 消 の 理 由 

 

 

 

 

＜教示＞ 

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３箇月以内に下田市長に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しを求め

る訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に限り、下田市

を被告として（訴訟において下田市を代表する者は下田市長となります。）提起することが

できます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっ

ても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起す

ることができなくなります。） 

また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に審査請求をした

場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する決定があったことを知った日

の翌日から起算して６箇月以内であれば、提起することができます。（なお、その審査請求

に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても、その審査

請求に対する決定の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提

起することができなくなります。） 



令和元年 10 月１日から自転車利用者の保険加入が義務化されます！ 

 

 

 

中学生の自転車に係る自転車損害賠償保険等加入費用に対し補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

◎補助内容 

 下田市立中学校に在籍している中学生が被保険者又は被共済者となる自転車損害賠償保

険等の加入費用に対して補助します。 

 

◎補助金額 

 １世帯につき、年額 1,000 円を上限として保険料等にかかる費用の２分の１を補助します。 

 

◎申請までの流れ 

 ＜保険加入＞ 各ご家庭で、中学生が補償対象となる自転車損害賠償保険等にご加入くだ

さい。 

 ＜申請書類＞ ・申請書兼請求書（指定様式、様式第１号） 

         ※様式は市ホームページからもダウンロードできます。 

        ・保険証書の写し（又はそれに代わるもの） 

         ※①自転車損害賠償保険等に加入していること、②被保険者名、③保険

期間、④保険料支払額が記載されたものを添付してください。 

 ＜申 請 先＞ 下田市立中学校在籍の方 ⇒ 通学されている中学校 

        ※直接、教育委員会へ申請いただいても差し支えありません。 

 ＜申請期間＞ 令和２年３月 31 日（火）まで（土日祝日を除く） 

 

◎補助金交付までの流れ 

 申請書の内容を審査の上、保護者へ通知し、指定された口座へ振り込みます。 

 

 

 

 

◎問合せ先 ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問合せください。 

下田市教育委員会 学校教育課 TEL：0558-23-3929 FAX：0558-23-5176 

 

下田市中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金 

 

 静岡県では「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成 31 年３月

26 日に公布され、自転車利用者の保険加入が令和元年 10 月１日から義務化されます。そ

れに伴い、下田市では中学生が補償対象となる保険加入に係る保険料等の一部に対し、保

護者からの申請に基づき補助を行います。 

中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金とは 

 

保護者 

 

教育委員会 

②審査 

①申請(中学校経由又は直接) 

③通知、④補助金交付 
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下田市中学生自転車損害賠償保険等加入に係る補助金 Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１：保護者は何をしなければならないのですか。 

Ａ１：静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例では、「保護者は、その監護する未成年者が自転車

を利用するときは、当該利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。」と規定されてお

ります（令和元年 10月１日から施行）。 

 

Ｑ２：どのような保険がありますか。 

Ａ２：保険の種類は大きく分けて 

   ①人にかける保険 

   ②自転車にかける保険 

   があり、人にかける保険については自転車保険という名称が付いているもののほか、自動車保険、火災保

険、傷害保険の特約、学校ＰＴＡが取り扱っている賠償責任保険等、様々な種類があります。 

   自転車にかける保険としては、自転車販売店で自転車の点検整備を受けた際につけるＴＳマークに付帯す

る傷害保険と賠償責任保険があります。 

 

Ｑ３：どの保険に入っても補助金の交付対象となるのですか。 

Ａ３：保険の内容が、自転車交通事故により相手方にケガなどをさせた場合にその損害を補償する保険であれば、

自転車保険でも、自動車保険等の特約でも、学校ＰＴＡで加入する保険でも、ＴＳマークの付帯保険でも

補助対象となります。 

 

Ｑ４：中学生が２人（以上）いる場合はそれぞれ申請するのですか。 

Ａ４：中学生が２人（以上）おられる場合は、申請書兼請求書（様式第１号）の「１ 補償の対象となる生徒名」

に連名で記載し、１件の申請としてください。 

   補助金の対象は個人ではなく、１世帯当たりです。なお、申請に際しては、兄弟どちらの学年で申請して

いただいても構いません。 

 

Ｑ５：既に加入している保険も補助対象となるのですか。 

Ａ５：ＰＴＡ保険や火災保険の特約等、保険期間が長期のもので、保険期間が令和元年 10 月以降にかかってい

る場合は既に加入している保険も補助対象となります。 

   ただし、補助は１年につき、１回限りとなります。 

   （例１）保険期間 平成 29 年４月１日～令和９年３月 31 日 ⇒ 申請可 

   （例２）保険期間 平成 29 年４月１日～令和元年９月 30 日 ⇒ 申請不可 

   例１の場合でも、お子様が中学１年もしくは中学２年の場合は、１年に１回の申請とし、次年度も同じ保

険内容で申請してください。 

 

Ｑ６：補助金の申請期間はありますか。 

Ａ６：申請は年度を通じて随時受け付けています。令和元年度分の補助金の受付は令和２年３月 31 日（火）ま

でとなります。 
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Ｑ７：補助金の申請額は保険料を記載したら良いですか。 

Ａ７：補助金額は１世帯につき、年額 1,000 円 を上限として保険にかかる費用（補助対象経費）の２分の１と

なります。 

   （例１）中学生が１人の場合 

    ① 保険料 1,000 円 ⇒ 申請・請求額 500 円 

    ② 保険料 1,500 円 ⇒ 申請・請求額 750 円 

    ③ 保険料 2,500 円 ⇒ 申請・請求額 1,000円 

   （例２）中学生が２人の場合 

    ① 保険対象が“家族”の保険料 1,000円の保険に世帯で加入 

      ⇒ 補助対象経費 1,000 円 ⇒ 申請・請求額 500 円 

    ② 保険料 2,000 円の保険に２人がそれぞれ加入 

      ⇒ 補助対象経費 4,000 円 ⇒ 申請・請求額 1,000円 

    ③ 保険料 1,000 円の保険に２人がそれぞれ加入 

      ⇒ 補助対象経費 2,000 円 ⇒ 申請・請求額 1,000円 

    ④ 保険料 600円の保険に２人がそれぞれ加入 

      ⇒ 補助対象経費 1,200 円 ⇒ 申請・請求額 600 円 

   考え方は、対象の中学生が１人でも複数でも同じになります。１世帯当たり 1,000 円を上限として、かか

った保険料の２分の１の額(小数点以下切捨て)を申請してください。 

 

Ｑ８：申請から補助金の交付まではどのくらいかかりますか。 

Ａ８：申請していただいた翌月末に、申請書兼請求書に記載していただいた口座へ補助金を振り込みます(予定)。 

   流れとしましては、申請していただいた後、教育委員会にて内容を確認し、交付決定の通知書を保護者様

へ送付します（学校は経由しません）。通知書に補助金交付時期について記載しますが、基本は申請して

いただいた翌月末に補助金の交付となります。 

 

※このＱ＆Ａについて、不明な点などございましたら、下田市教育委員会学校教育課(TEL：23-3929)へお問い

合わせください。 






